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インタフェース仕様書解説書 

都道府県編 
 



改訂履歴 

 

・平成１５年４月「インタフェース仕様書解説書 都道府県編」に対する改訂履歴 

Ｎｏ． ﾍﾟｰｼﾞ 項番 改定前 改定後 

１ (５) 

項番２６「特別地域加算の有無」～項番
５８「障害者生活支援体制の有無」及び
項番６５「時間延長サービス体制」～項
番６８「夜勤体制の有無」の体制等状況
項目については、項番１８「サービス種
類コード」と項番２４「施設等の区分コ
ード」の組合せにより設定する体制等状
況項目が決定する。 

項番２６「特別地域加算の有無」～項番
５８「障害者生活支援体制の有無」及び
項番６５「時間延長サービス体制」～項
番７６「言語聴覚士の欠員による減算の
状況の有無」の体制等状況項目について
は、項番１８「サービス種類コード」と
項番２４「施設等の区分コード」の組合
せにより設定する体制等状況項目が決定
する。 

２ 

２ 

（６） 

項番４８「医師の欠員による減算の状況
の有無」～項番５４「介護従業者の欠員
による減算の状況の有無」は該当する全
ての欠員状況を設定する。 

項番４８「医師の欠員による減算の状況
の有無」～項番５４「介護従業者の欠員
による減算の状況の有無」及び項番７６
「言語聴覚士の欠員による減算の状況の
有無」は該当する全ての欠員状況を設定
する。 

３ ３ （14） 

 複数の保険者に登録されている基準該当
事業所の場合は、同一の訪問介護員数等
を全ての市町村分の情報に対して設定す
る。 

４ １０ 

 
７７ 
７８ 

 以下の項目を追加 
介護支援専門員数（専従の常勤者） 
介護支援専門員数（専従の非常勤者） 

５ 
１０
－１ 

 
７９ 
８０ 
８１ 
８２ 
８３ 
８４ 
８５ 
８６ 
８７ 

 以下の項目を追加 
介護支援専門員数（兼務の常勤者） 
介護支援専門員数（兼務の非常勤者） 
訪問介護サービス提供責任者数 
訪問介護員数（専従の常勤者） 
訪問介護員数（専従の非常勤者） 
訪問介護員数（兼務の常勤者） 
訪問介護員数（兼務の非常勤者） 
訪問介護員数（常勤換算後の人数） 
利用定員数 

６ １２ ⑩ 

 ⑩：「介護支援専門員数（専従の常勤者）」、
「介護支援専門員数（専従の非常勤者）、
「介護支援専門員数（兼務の常勤者）」及
び、「介護支援専門員数（兼務の非常勤
者）」の条件付き未入力関連検査。 
「サービス種類コード」が“４３（居宅
支援）”以外の場合に設定されていないこ
と。 



Ｎｏ． ﾍﾟｰｼﾞ 項番 改定前 改定後 

７ ⑪ 

 ⑪：「訪問介護サービス提供責任者数」、
「訪問介護員数（専従の常勤者）」、「訪問
介護員数（専従の非常勤者）」、「訪問介護
員数（兼務の常勤者）」、「訪問介護員数
（兼務の非常勤者）」及び、「訪問介護員
数（常勤換算後の人数）」の条件付き未入
力関連検査。 
「サービス種類コード」が“１１（訪問
介護）”以外の場合に設定されていないこ
と。 

８ 

 

⑫ 

 ⑫：「利用定員数」の条件付き未入力関連
検査。 
「サービス種類コード」が“２１（短期
生活）”、“２２（短期老健）”、“２３（短
期医療）”、“３２（痴呆対応）”、“３３（特
定施設）”、“５１（福祉施設）”、“５２（老
健施設）”、“５３（医療施設）”以外の場
合に設定されていないこと。 
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１．１．２ 事業所異動連絡票情報（基本情報） 

 （１） 項番３「異動区分コード」は事業所の開設時等、新規に届けられた場合のみ“１：新規”

とする。既に届けられた内容について国保連合会とのインタフェースに関わる項目につい

て変更があった場合には“２：変更”とする。事業の廃止等、提供するサービスの全てに

ついて廃止する場合には“３：終了”とする。 

 
 （２） 項番６「事業所所在地市町村番号」はサービスを実施する事業所が複数の所在地に分か

れる場合、主たる事業所の所在する市町村の番号を設定する。 

 
 （３） 項番１２「申請（開設）者電話番号」及び項番１３「申請（開設）者ＦＡＸ番号」は１

～１２桁以内の全角文字以外で設定する。編集形式は問わない（”-“、”/”、”(“、”)”等の編集
可能） 

 

 

１．１．３ 事業所異動連絡票情報（サービス情報） 

 （１） 項番２「異動年月日」は基本情報の新規の異動年月日以降の日を設定する。 

「新規基本情報の異動年月日 ≦ 当該サービス情報の異動年月日」となること。 

 
 （２） 項番３「異動区分コード」は事業所の開設時や新たにサービス及び指定番号が追加され

た場合のみ“１：新規”とする。既に届けられた内容について国保連合会とのインタフェ

ースに関わる項目について変更があった場合には「２：変更」とする。当該サービスの提

供を廃止及び指定番号を廃止する場合は「３：終了」とする。 
 
 （３） 項番１６「事業所電話番号」及び項番１７「事業所ＦＡＸ番号」は１～１２桁以内の全

角文字以外で設定する。編集形式は問わない（”-“、”/”、”(“、”)”等の編集可能） 
 

 （４） 項番２２「事業廃止年月日」は項番３「異動区分コード」が「３：終了」の場合のみ設

定する。「３：終了」以外で設定した場合は当該項目のエラーとなる。 
 

 （５） 項番２６「特別地域加算の有無」～項番５８「障害者生活支援体制の有無」及び項番６

５「時間延長サービス体制」～項番７６「言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無」の

体制等状況項目については、項番１８「サービス種類コード」と項番２４「施設等の区分

コード」の組合せにより設定する体制等状況項目が決定する。インタフェース仕様書の「サ

ービス種類コードと体制等状況の関係」でサービス種類と施設等の区分に対応した○印の

体制等状況項目は項番３「異動区分コード」が「１：新規」の場合は必須項目となる。 
 
 （６） 項番４８「医師の欠員による減算の状況の有無」～項番５４「介護従業者の欠員による

減算の状況の有無」及び項番７６「言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無」は該当す

る全ての欠員状況を設定する。 
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 （７） 項番５９「生活保護法による指定の有無」は当該事業所が生活保護法による介護機関の

指定を受けている場合は、指定を受けているサービス毎に設定する。 

 
 （８） 項番６０「地域区分コード」は当該事業所が所在する地域の地域区分コードを設定する。

地域区分が異なる所在地で一部サービスを実施する場合は、該当サービス事業所の所在す

る地域区分コードを設定する。 
 

 （９） 項番６１「登録保険者番号」は当該事業所を登録した市町村のコードを設定する。 
 
 （１０） 項番６１「登録保険者番号」は項番３「異動区分コード」が“２：変更”または“３：

終了”の場合においても、当該基準該当等事業所にかかわる登録保険者（市町村）を特定

する為に設定する必要がある。 

 
 （１１） 項番７７「予備０９」～項番８８「予備２０」は体制等状況項目の予備項目として使

用する。サービス種類コードに対応した使用方法が決定するまでは何も設定しない。 
 
 （１２） 基準該当事業所の情報は、同じサービス種類であっても登録されている市町村数分の

情報を作成する必要がある。 
 

※ 複数の保険者に登録されている基準該当事業所情報の作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 （１３） 複数サービスの指定を受けている事業所の一部のサービスを廃止する場合は、廃止す

るサービス情報のみ「終了」として異動情報を作成する。 
全てのサービスを廃止する場合は基本情報と全てのサービス情報について「終了」の異動情報

を作成する。 
 

 （１４） 複数の保険者に登録されている基準該当事業所の場合は、同一の訪問介護員数等を全

ての市町村分の情報に対して設定する。 
 

Ａ事業所 2000/04/01 基準該当事業所 ・・ 

Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ａ保険者 2000/04/10 ・・ 

基本情報 

ｻｰﾋﾞｽ情報

Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ｂ保険者 2000/04/12 ・・ 

Ａ事業所 2000/04/01 訪問介護 ｃ保険者 2000/04/20 ・・ 

ｻｰﾋﾞｽ情報

ｻｰﾋﾞｽ情報
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項目別妥当性 項目間関連 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ 

連番 項目名 キー 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日
付
妥
当
性
検
査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

５３ 介護支援専門員の欠員による
減算の状況の有無 

      ○   ⑤   

５４ 介護従業者の欠員による減算
の状況の有無 

      ○   ⑤   

５５ 感染対策指導管理の有無       ○   ⑤   

５６ 重症皮膚潰瘍指導管理の有無       ○   ⑤   

５７ 薬剤管理指導の有無       ○   ⑤   

５８ 障害者生活支援体制の有無       ○   ⑤   

５９ 生活保護法による指定の有無       ○      

６０ 地域区分コード  ○     ○      

６１ 基準該当 
登録保険者番号 

主キー  ◎    ◎*4   ⑥   

６２ 基準該当 
受領委任の有無 

 ○*5     ○   ⑥   

６３ 基準該当 
登録開始年月日 

 ○*5    ○    ⑥  ⑨ 

６４ 基準該当 
登録終了年月日 

 ○*6    ○    ②⑥  ⑨ 

６５ 時間延長サービス体制       ○   ⑤   

６６ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制       ○   ⑤   

６７ 居住費対策       ○   ⑤   

６８ 夜間ケアの有無       ○   ⑤   

６９ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化の有無       ○   ⑤   

７０ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（総
合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設）の有無 

      ○   ⑤   

７１ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理
学療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤   

７２ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（理
学療法Ⅲ）の有無 

      ○   ⑤   

７３ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（作
業療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤   

７４ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（言
語聴覚療法Ⅰ）の有無 

      ○   ⑤   

７５ 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制（言
語聴覚療法Ⅱ）の有無 

      ○   ⑤   

７６ 言語聴覚士の欠員による減算
の状況の有無 

      ○   ⑤   

７７ 介護支援専門員数（専従の常
勤者） 

 ○        ⑩   

７８ 介護支援専門員数（専従の非
常勤者） 

 ○        ⑩   
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項目別妥当性 項目間関連 

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０１ ０２ ０３ 

連番 項目名 キー 

必

須

項

目

検

査 

数

値

検

査 

半

角

条

件

検

査 

全

角

条

件

検

査 

日
付
妥
当
性
検
査 

コ

ー

ド

検

査 

特

殊

検

査 

範

囲

検

査 

項

目

関

連

検

査 

数

値

比

較

検

査 
日

付

比

較

検

査 

７９ 介護支援専門員数（兼務の常
勤者） 

  ○       ⑩   

８０ 介護支援専門員数（兼務の非
常勤者） 

  ○       ⑩   

８１ 訪問介護サービス提供責任者
数 

  ○       ⑪   

８２ 訪問介護員数（専従の常勤者）   ○       ⑪   

８３ 訪問介護員数（専従の非常勤
者） 

  ○       ⑪   

８４ 訪問介護員数（兼務の常勤者）   ○       ⑪   

８５ 訪問介護員数（兼務の非常勤
者） 

  ○       ⑪   

８６ 訪問介護員数（常勤換算後の
人数） 

  ○       ⑪   

８７ 利用定員数   ○       ⑫   
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 （２） 項目間関連検査の説明 
 ①：「事業休止年月日」及び「事業再開年月日」の条件付き未入力関連検査 

「異動区分コード」が“１（新規）”の場合に設定されていないこと。 

 ②：「事業廃止年月日」及び「基準該当・登録終了年月日」の条件付き未入力関連検査 

「異動区分コード」が“１（新規）”又は“２（変更）”の場合に設定されていないこと。 

 ③：「施設等の区分コード」のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」と「施設等の区分コード」の組合せを検査する。 

 ④：「人員配置区分コード」のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」及び「施設等の区分コード」と「人員配置区分コード」の組合

せを検査する。 

 ⑤：上記以外の体制等状況のコード組合せ検査 

「サービス種類コード」、「施設等の区分コード」及び「人員配置区分」と体制等状況項

目の組合せを検査する。 

 ⑥：「基準該当登録事業所」の場合の関連検査 

基準該当登録保険者番号が設定されている場合の関連項目の必須検査 

 ⑦：「事業開始年月日」、「事業休止年月日」、「事業再開年月日」、「事業廃止年月日」の日付

が以下の関係であること。 

「事業開始年月日」＜「事業休止年月日」＜「事業再開年月日」＜「事業廃止年月日」 

 ⑧：「事業再開年月日」の条件付き入力関連検査 

「事業再開年月日」の設定は、前履歴若しくは当該履歴の「事業休止年月日」が設定され

ていること。 
 ⑨：「異動区分コード」が“３（終了）”の場合、「基準該当登録開始年月日」と「基準該当

登録終了年月日」が以下の関係であること。 

「基準該当登録開始年月日」＜「基準該当登録終了年月日」 
 

 ⑩：「介護支援専門員数（専従の常勤者）」、「介護支援専門員数（専従の非常勤者）」、「介護

支援専門員数（兼務の常勤者）」及び、「介護支援専門員数（兼務の非常勤者）」の条件付

き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“４３（居宅支援）”以外の場合に設定されていないこと。 

 
 ⑪：「訪問介護サービス提供責任者数」、「訪問介護員数（専従の常勤者）」、「訪問介護員数（専

従の非常勤者）」、「訪問介護員数（兼務の常勤者）」、「訪問介護員数（兼務の非常勤者）」

及び、「訪問介護員数（常勤換算後の人数）」の条件付き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“１１（訪問介護）”以外の場合に設定されていないこと。 

 
 ⑫：「利用定員数」の条件付き未入力関連検査 

「サービス種類コード」が“２１（短期生活）”、“２２（短期老健）”、“２３（短期医療）”、

“３２（痴呆対応）”、“３３（特定施設）”、“５１（福祉施設）”、“５２（老健施設）”、“５

３（医療施設）”以外の場合に設定されていないこと。 

 


